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令和６年草加市議会議会運営委員会要点記録（第26回） 

 

◆開会年月日  令和６年９月２４日（火曜日） 

◆開催の場所  第３委員会室 

◆出席委員   石 川 祐 一  委 員 長   田 川 浩 司  委  員 

        木 村 忠 義  副委員長   斉 藤 雄 二  委  員 

        森     覚  委  員   松 井 優美子  委  員 

        中 島 綾 菜  委  員   佐 藤 利 器  委  員 

        田 中 宣 光  委  員 

◆欠席委員   なし 

                                                                           

◆協議事項   １ 日程の追加について（参考人の出席要求について） 

        ２ 市長追加提出議案に対する質疑通告者について 

                                                                           

◆議事内容 

午後１時１３分開会 

 

１ 日程の追加について（参考人の出席要求について） 

  ・第８３号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  ・第８４号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

   同議案について、斉藤議員から工藤和宏氏及び野本竜哉氏を本会議における参

考人として出席要求し、候補者としての所信を聴きたいとする申し出があったこ

とから、その可否について御協議いただきたい。 → 了解 

    ○参考人     工藤和宏氏及び野本竜哉氏 

    ○意見聴取事項  教育委員会委員候補者としての所信について 

    ○出席要求時期  ９月２４日（火） 

    ○上程時期    休憩再開後 

    ○採決方法    簡易採決 

             ※採決後、事務手続及び参考人の入場のため休憩する 

   ※「局長から参考人の出席要求について説明があったが、出席要求の可否につ

いてＳＯＫＡ新政から意見を伺いたい。」＜石川委員長＞ 

   ※「必要なし。」＜田川委員＞ 

   ※「必要なし。」＜森委員＞ 

   ※「必要なし。」＜田中委員＞ 

   ※「必要なし。」＜中島委員＞ 

   ※「市民共同以外必要なしとなったが、斉藤委員いかがか。」＜石川委員長＞ 

   ※「必要であるから申し出ている。教育委員会委員は小・中学校の教育だけで

はなく、特別支援学級や生涯学習等関わりが多岐にわたる。市内在住者が選

ばれれば人となりが知れるルートはいくらでもあるが、一人の方は静岡県在

住ということで、よく分からないのに経歴だけ見て賛成するのは無責任だと

思う。どのように考え、どのような教育を目指しているのかを本人の口から

説明してもらうのが筋である。」＜斉藤委員＞ 

   ※「議会運営委員会は全会一致が基本なので、まとまらずでやらない方向にな
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るのではないか。」＜田中委員＞ 

   ※「議会運営に関する申し合わせ事項にもあるとおり、参考人招致の決定は議

会運営委員会で協議していただく必要がある。まとまらずの場合は通常は現

状維持となるが、申し合わせ事項に参考人招致の内容を加えてから、議会運

営委員会で参考人招致の議論をするのは初めてであり、今回はまとまらずの

現状維持の捉え方がどちらなのか判断が難しいと思われる。」 

＜武田事務局長＞ 

   ※「この場で決めるしかないのであれば、採決をすればよいのではないか。」

＜佐藤委員＞ 

   ※「採決をするでよいか。」＜石川委員長＞ 

   ※「異議なし。」＜全委員＞ 

   ※「参考人に対し、本会議への出席を要求することに賛成の委員の挙手を求め

る。」＜石川委員長＞ 

    〔挙手少数〕 

   ※「挙手少数のため、参考人の出席要求は行わないこととする。」 

＜石川委員長＞ 

   → 第８３号議案及び第８４号議案については、参考人の出席要求は行わない 

     ことを決定 

 

２ 市長追加提出議案に対する質疑通告者について 

  ・ ２名 １２０分 

   なお、通告書一覧表については、本会議再開前にSideBooksにて配付させてい

ただく。 → 了解 

   ※「この後本会議を再開するが、市長から議長へ平野議員の討論の内容につい

て、一部誤解を招く発言があるということで申し入れがあった。対応する場

合は今定例会中に行う必要があるため、これを処理するのに時間をもらいた

い。また、質疑通告者２名の答弁が整ったという連絡が執行部から来ていな

いため、両方が整い次第、本会議を再開させていただきたい。」 

＜武田事務局長＞ 

   ※「一般会計決算特別委員会において、平野議員の発言に対して誤認があった

という話を聞いた。結局勘違いだったということだが、発言は削除させてい

るのか。公有地を誰かに貸しているのではないかという内容で、結局そのよ

うな事実はなかったが、事実であったような発言をしていた。」 

＜田中委員＞ 

   ※「一般会計決算特別委員会の中では発言の取り消しの手続きは行っていない

が、委員会の中で平野議員から私の認識違いだったという発言はあった。」

＜武田事務局長＞ 

 

午後１時２７分閉会 

                                                                           

◆配付資料 ・ 議会運営委員会協議事項 

      ・ 追加議案質疑発言通告書一覧表 
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           議会運営委員会協議事項  

 

                          令和６年９月２４日（火） 

                                第３委員会室 

 

１ 日程の追加について（参考人の出席要求について） 

  ・第８３号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  ・第８４号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

   同議案について、斉藤議員から工藤和宏氏及び野本竜哉氏を本会議における参

考人として出席要求し、候補者としての所信を聴きたいとする申し出があったこ

とから、その可否について御協議いただきたい。 

    ○参考人     工藤和宏氏及び野本竜哉氏 

    ○意見聴取事項  教育委員会委員候補者としての所信について 

    ○出席要求時期  ９月２４日（火） 

    ○上程時期    休憩再開後 

    ○採決方法    簡易採決 

             ※採決後、事務手続及び参考人の入場のため休憩する 

 

  議長シナリオ（参考人の出席要求） 

          「お諮りいたします。 

          ただいま斉藤議員から参考人の出席要求がありました。参考人

の出席要求を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 

          これに御異議ございませんか。」 

          【「異議なし」と言う人あり】 

          「御異議なしと認めます。 

          よって、参考人の出席要求を日程に追加し、議題とすることに

決しました。」 

 

          「参考人の出席要求を議題といたします。 

          お諮りいたします。 

          第８３号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めること

については、地方自治法第115条の２第２項の規定に基づき、本

日の本会議に、参考人として工藤和宏氏の出席を求め、「教育

委員会委員候補者としての所信について」意見を聴取すること

にいたしたいと思います。 

          これに御異議ございませんか。」 

          【「異議なし」と言う人あり】 
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          「御異議なしと認めます。 

          よって、第８３号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについては、本日の本会議に、参考人として工藤和宏

氏の出席を求め、「教育委員会委員候補者としての所信につい

て」意見を聴取することに決しました。」 

 

          「次に、第８４号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについては、地方自治法第115条の２第２項の規定に基

づき、本日の本会議に、参考人として野本竜哉氏の出席を求め、

「教育委員会委員候補者としての所信について」意見を聴取す

ることにいたしたいと思います。 

          これに御異議ございませんか。」 

          【「異議なし」と言う人あり】 

          「御異議なしと認めます。 

          よって、第８４号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについては、本日の本会議に、参考人として野本竜哉

氏の出席を求め、「教育委員会委員候補者としての所信につい

て」意見を聴取することに決しました。 

          暫時休憩いたします。」 

          （参考人の入場を求めますので、暫くそのままでお待ちくださ

い。） 

 

２ 日程の追加について（参考人の意見について） 

   参考人の出席要求が可決された場合は、参考人の意見について、日程の追加を

するとともに、運用については次のとおり取り扱うことといたしたい。 

    ○発言時期    出席要求の議決後（休憩を取って参考人入場） 

    ○発言場所    演壇 

    ○質疑時期    参考人からの意見聴取後 

    ○質疑通告    参考人からの意見聴取後に休憩し、受け付ける。 

    ○質疑時間    議案質疑の例に倣い、答弁を含め１人８０分以内 

    ○質疑回数    議案質疑の例に倣い、３回まで 

    ○質疑場所    議案質疑の例に倣い、質疑者は質問席、答弁者は答弁席 

    ○要望      許可しない 
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  議長シナリオ（参考人の意見聴取・質疑） 

          「休憩前に引き続き会議を開きます。 

          お諮りいたします。参考人の意見を日程に追加いたしたいと思

います。 

          これに御異議ございませんか。」 

          【「異議なし」と言う人あり】 

          「御異議なしと認めます。 

          よって、参考人の意見を日程に追加することに決しました。」 

 

          「教育委員会委員候補者としての所信について」参考人の意見

を求めます。」 

          「工藤参考人」 【参考人登壇】 

          「野本参考人」 【参考人登壇】 

          「以上で、参考人の意見を終了いたします。 

          暫時休憩いたします。」 

          （参考人の意見に対する質疑のある方は、発言通告書を議会事

務局まで提出してください。） 

 

         ※通告がある場合 

          「休憩前に引き続き会議を開きます。 

          参考人の意見に対する質疑を行います。 

          発言通告により順次発言を許します。」 

          【通告順に、参考人の意見に対する質疑】 

          「以上で、参考人の意見に対する質疑を終了いたします。」 

          【参考人退場】 

 

         ※通告がない場合 

          「参考人の意見に対する質疑でありますが、発言通告はありま

せん。 

          よって、参考人の意見に対する質疑を終了いたします。」 

          【参考人退場】 

 

   なお、参考人の意見に対する質疑通告があった場合は、発言通告者数及び通告

時間について御協議いただくため、質疑通告受付後に議会運営委員会を開催いた

だきたい。 

    （質疑の休憩は、「続行」の声があれば、議事を流す。） 
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３ 市長追加提出議案に対する質疑通告者について 

  ・ ２名 １２０分 

   なお、通告書一覧表については、本会議再開前にSideBooksにて配付させてい

ただく。 



順位 発言者及び時間 発　言　の　要　旨 メ　モ

１ １３番

平野　厚子　議員

８０分 　ア、内容について

２ ２１番 １　第８３号議案について

斉藤　雄二　議員 　ア、内容について

４０分 ２　第８４号議案について

　ア、内容について

令和６年草加市議会９月定例会

追加議案質疑発言通告書一覧表

１　第８３号議案　教育委員会委員の任命につき
　　同意を求めることについて及び第８４号議案
　　　教育委員会委員の任命につき同意を求める
　　ことについて


